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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折り畳み自転車用フレームであって、該フレームは、折り畳み自在な前部アームと、折
り畳み自在な後部アームを含み；ここで、前部アーム（２）の後端部と中間アーム（３）
の前端部は、片側に共にヒンジ結合され；ロック装置（１）は、もう片側に設けられ；ロ
ック装置（１）は、ハンドル（１１）と固定ロッド（１５）を含み、ハンドル（１１）は
、折り畳み自転車用フレームの１つのアームに設けられる固定シャフト（１６）にヒンジ
結合され、固定シャフト（１６）は、折り畳み自転車用フレームから突出しており；ハン
ドル（１１）は、マンドリル（１７）と共に設けられ、マンドリル（１７）の前端部は、
折り畳み自転車用フレームの他のアームに設けられる固定ロッド（１５）に抵抗すること
ができ、固定ロッド（１５）は、固定シャフト（１６）に平行であり、
固定部分がハンドル（１１）に設けられ、マンドリル（１７）は、固定部分に調節自在に
配置され、ハンドル（１１）は、２つの側板（１１２，１１３）と共に設けられ；側板の
１つ（１１３）は、折り畳み自転車用フレームの表面の近くにあり、くぼみ（１１５）と
共に設けられ；もう１つの側板（１１２）は、折り畳み自転車用フレームの表面から離れ
ており；及び２つの側板（１１２，１１３）は、固定シャフト（１６）を収容するための
通り穴（１１６）と共にそれぞれ設けられ；及び固定部分は、２つの側板（１１２，１１
３）の間に設けられることを特徴とする、折り畳み自転車用フレーム。
【請求項２】
　固定シャフト（１６）の端部が、板ばね（１９）を収容するロッキングスロットと共に
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設けられ、固定シャフト（１６）は、板ばねによりハンドル（１１）を固定することを特
徴とする、請求項１に記載の折り畳み自転車用フレーム。
【請求項３】
　捩りバネ（１８）が、固定シャフト（１６）上に設けられ、捩りばね（１８）は、ハン
ドル（１１）と固定シャフト（１６）がヒンジ結合される位置に位置付けられることを特
徴とする、請求項１に記載の折り畳み自転車用フレーム。
【請求項４】
　固定シャフト（１６）と固定ロッド（１５）は、折り畳み自転車用フレームの基準中心
面（Ｈ）に垂直であり；及びハンドル（１１）が存在する回転面は、折り畳み自転車用フ
レームの基準中心面（Ｈ）に平行であることを特徴とする、請求項１に記載の折り畳み自
転車用フレーム。
【請求項５】
　固定部分は、内部ネジ穴を有するマンドリル固定キャップ（１１１）であり、マンドリ
ル（１７）は、マンドリル固定キャップ（１１１）に係合する外歯と共に設けられること
を特徴とする、請求項１に記載の折り畳み自転車用フレーム。
【請求項６】
　固定部分は、ネジ穴（１１９）を有するマンドリル固定軸（１１８）であることを特徴
とする、請求項１に記載の折り畳み自転車用フレーム。
【請求項７】
　くぼみ（１１５）は、弓形の形状であることを特徴とする、請求項１に記載の折り畳み
自転車用フレーム。
【請求項８】
　突出手段は、前部アーム（２）又は中間アーム（３）の何れかにて設けられ；通り穴が
設けられる側板の１つ（１１３）の端部の外側表面は、突出手段に係合し；側板（１１３
）の前記端部の外側表面は、弓形突起（１１４）と共に設けられ；及び突起（１１４）と
手段は、共にハンドル（１１）を制限することを特徴とする、請求項１に記載の折り畳み
自転車用フレーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折り畳み自転車又は電動アシスト自転車に適用される、折り畳み自転車用フ
レームに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　中国の顧客は健康増進（ｈｅａｌｔｈ－ｂｕｉｌｄｉｎｇ）を助け、環境に友好的であ
るため、自転車は彼らの中で非常に人気がある。近年、場所をあまり取らず、運ぶのに便
利であることから、折り畳み自転車が、人々によって購入されてきた。折り畳み自転車用
フレームは、折り畳み自転車の主要部品であり、折り畳みデバイスは、折り畳み自転車用
フレームの重要な構成部品であり、特に、折り畳みジョイントが異なる自転車用フレーム
に適用されると、異なる効果が生み出され得る。中国特許第２００８２０１４６７８３．
４号は、自転車用の折り畳みデバイスを開示し、ここで、折り畳みデバイスの前端部に接
続されるハンドルは、頂部ロッドと共に設けられ、頂部ロッドの端部の１つは、ハンドル
にある頂部ロッド固定シャフトに固定され、頂部ロッドの端部のもう１つは、ローラー主
軸に接続され、該ローラー主軸は、折り畳みデバイスの前端部の２つの突出する突起に適
合するように押し付けられ得る。折り畳みデバイスのハンドルが、チェーンホイールが設
けられる自転車用フレームの側部に取り付けられる場合、及び５方向パイプと折り畳みデ
バイスの間の距離が、チェーンホイールがハンドルを妨げるほど短いと、折り畳みデバイ
スは、使用に不便であろう。
【発明の概要】
【０００３】
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　本発明は、新規な折り畳み自転車用フレームを提供することを目的とし、それは、操作
するのに都合がよく、チェーンホイールとロック装置の妨害を妨げることができる。
【０００４】
　本発明の目的は、次の技術的なスキームによって達成される：
【０００５】
　折り畳み自転車用フレームは、折り畳み自在な前部セグメントと、折り畳み自在な後部
セグメントを含み；前部アームの後端部と中間アームの前端部は、片側に共にヒンジ結合
され；ロック装置は、もう片側に設けられ；ロック装置は、ハンドルと固定ロッドを含み
、ハンドルは、折り畳み自転車用フレームの１つのセグメントに設けられる固定シャフト
にヒンジ結合され、固定シャフトは、折り畳み自転車用フレームから突出しており；ハン
ドルは、マンドリル（ｍａｎｄｒｉｌｌ）と共に設けられ、マンドリルの前端部は、折り
畳み自転車用フレームの他のセグメントに設けられる固定ロッドに抵抗することができ、
固定ロッドは、固定シャフトに平行である。
【０００６】
　固定シャフトの端部が、板ばねを収容するロッキングスロットと共に設けられ、固定シ
ャフトは、板ばねによりハンドルを固定する。
【０００７】
　捩りバネが、固定シャフト上に設けられ、捩りばねは、ハンドルと固定シャフトがヒン
ジ結合される位置に位置付けられる。
【０００８】
　固定シャフトと固定ロッドは、折り畳み自転車用フレームの基準中心面に垂直であり；
及びハンドルが存在する回転面は、折り畳み自転車用フレームの基準中心面に平行である
。
【０００９】
　固定部分がハンドルに設けられ、マンドリルは、固定部分に調節自在に配置される。
【００１０】
　固定部分は、内部ネジ穴を有するマンドリル固定キャップであり、マンドリルは、マン
ドリル固定キャップに係合する外歯と共に設けられる。
【００１１】
　固定部分は、ネジ穴を有するマンドリル固定軸である。
【００１２】
　ハンドルは、２つの側板と共に設けられ；側板の１つは、折り畳み自転車用フレームの
表面の近くにあり、くぼみと共に設けられ；もう１つの側板は、折り畳み自転車用フレー
ムの表面から離れており；及び２つの側板は、固定シャフトを収容するための通り穴と共
にそれぞれ設けられ；及び固定部分は、２つの側板の間に設けられる。
【００１３】
　くぼみは、弓形の形状である。
【００１４】
　突出手段（ｓｔｅｐ）は、前部アーム又は中間アームの何れかにて設けられ；通り穴が
設けられる側板の１つの端部の外側表面は、突出手段に係合し；側板の前記端部の外側表
面は、弓形突起と共に設けられ；及び突起と手段は、共にハンドルを制限する。
【００１５】
　本発明の折り畳み自転車用フレームに従い、ロック装置は、ユーザーの習慣に更に従い
、操作が便利であり、構造が単純であるハンドルを上又は下に回転させることにより、施
錠又は解錠され得る。本発明の折り畳み自転車用フレームにおいて、ロック装置のチェー
ンホイール及びハンドルが、折り畳み自転車用フレームの左右方向で重複したとしても、
ロック装置の操作は、影響を受けない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の折り畳み自転車用フレームの概略図である。
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【図２】本発明の折り畳み自転車用フレームが施錠される時の、ハンドルの状態を示す模
式図である。
【図３】本発明の折り畳み自転車用フレームが解錠される時の、ハンドルの状態を示す模
式図である。
【図４】折り畳み自転車用フレームが解錠される時の、本発明の折り畳み自転車用フレー
ムの立体画である。
【図５】折り畳み自転車用フレームが解錠される時の、本発明の折り畳み自転車用フレー
ムの部分拡大図である。
【図６】折り畳み自転車用フレームが施錠される時の、本発明の折り畳み自転車用フレー
ムの立体画である。
【図７】折り畳み自転車用フレームが施錠される時の、本発明の折り畳み自転車用フレー
ムの部分拡大図である。
【図８】本発明の折り畳み自転車用フレームのハンドルの一例の立体画である。
【図９】本発明の折り畳み自転車用フレームのハンドルの別の例の立体画である。
【図１０】本発明の折り畳み自転車用フレームのハンドル及び固定シャフトの組み立て図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、図面と共に記載される。
【００１８】
　図１－３に示されるように、折り畳み自転車用フレームは、前部セグメントと後部セグ
メントを含み、具体的には、前部アーム（２）、中間アーム（３）、シート用チューブ（
５）、５方向パイプ（７）、後部二又（６）、及びロック装置（１）を含む。中間アーム
（３）と後部二又（６）は、シート用チューブ（５）にそれぞれ接続される。図２は、折
り畳み自転車用フレームが施錠される時の状態を示し、図３は、折り畳み自転車用フレー
ムが解錠される時の状態を示す。
【００１９】
　前部アーム（２）の後端部と中間アーム（３）の前端部は、片側に枢動自在に接続され
、ロック装置（１）は、もう片側に設けられる。ロック装置は、ハンドル（１１）と固定
ロッド（１５）を含み、それらは、折り畳み自転車用フレームの２つのセグメント、即ち
、前部アーム（２）と中間アーム（３）にそれぞれ配置される。ハンドル（１１）が前部
アーム（２）に設けられると、その後固定ロッド（１５）は、中間アーム（３）に設けら
れ；代わりに、ハンドル（１１）が中間アーム（３）に設けられると、固定ロッド（１５
）は前部アーム（２）に設けられる。故に、ハンドル（１１）と固定ロッド（１５）は、
折り畳み自転車用フレームの異なるセグメントにそれぞれ配置される。図４－７に示され
るように、中間アーム（３）は、固定シャフト（１６）と共に設けられ、それは、自転車
用フレームの中間アーム（３）から突出している。ハンドル（１１）は、固定シャフト（
１６）により中間アーム（３）に枢動自在に設けられる。前部アーム（２）は、固定シャ
フト（１６）と平行である固定ロッド（１５）と共に設けられる。好ましくは、固定シャ
フト（１６）と固定ロッド（１５）は、折り畳み自転車用フレームの基準中心面Ｈに垂直
であり、ハンドル（１１）が存在する回転面は、折り畳み自転車用フレームの基準中心面
Ｈに平行であり、即ち、チェーンホイール（４）のホイール面に平行である。図１に示さ
れるように、チェーンホイールが５方向パイプ（７）に設置されると、折り畳み自転車用
フレームの左右方向にある折り畳み自転車用フレームから突出するハンドル（１１）が、
５方向パイプ（７）とハンドル（１１）の間の短距離のため、折り畳み自転車用フレーム
の左右方向にあるチェーンホイール（４）と重複しても、折り畳み自転車用フレームは未
だ、都合良く施錠又は解錠され得る。
【００２０】
　図６及び７に示されるように、ハンドル（１１）は、マンドリル（１７）と共に設けら
れる。ハンドル（１１）が静止点に回転すると、マンドリル（１７）は、固定ロッド（１
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５）に押し付けられる。即ち、固定シャフト（１６）、固定ロッド（１５）、及びマンド
リル（１７）の中心線が同じ面にあると、折り畳み自転車用フレームは硬く施錠され、ハ
ンドル（１１）は、固定ロッド（１５）とマンドリル（１７）の間の摩擦力のため、容易
に回転しない。
【００２１】
　図４と５に示されるように、マンドリル（１７）を固定ロッド（１５）から放すために
ハンドル（１１）を回転させると、前部アーム（２）と中間アーム（３）は相対的に回転
され得、折り畳み自転車用フレームを折り畳むことができる。
【００２２】
　図８と９に示されるように、ハンドル（１１）の２つの側部は、側板（１１２）（１１
３）と共に設けられる。側板（１１３）は、折り畳み自転車用フレームの表面の近くにあ
り、側板（１１２）は、折り畳み自転車用フレームの表面から離れている。側板（１１２
）（１１３）は、通し穴（１１６）と共にそれぞれ設けられ、固定シャフト（１６）は、
側板（１１２）（１１３）の通し穴（１１６）を通り抜ける。固定シャフト（１６）の端
部は、ハンドル（１１）を固定するために板ばね（１９）を収容する、ロッキングスロッ
トと共に設けられる。固定部分は、２つの側板（１１２）（１１３）の間に設けられ、マ
ンドリル（１７）は、固定部分上に設けられる。図８に示されるように固定部分は、内部
ネジ穴を持つマンドリル固定キャップ（１１１）であり、マンドリル（１７）は、外歯と
共に設けられる。折り畳み自転車用フレームを折り畳む又は展開する難しさのレベル、及
び折り畳み自転車用フレームを施錠又は解錠する程度は、マンドリル固定キャップ（１１
１）にあるマンドリル（１７）の位置を調節することにより、調節され得る。代替的に、
図９に示されるように、固定部分は、ネジ穴（１１９）を持つマンドリル固定軸（１１８
）であり得、マンドリル固定軸（１１８）は、ハンドル（１１）の接続穴（１１７）を通
り抜け、ハンドル（１１）に固定される。弓形くぼみ（１１５）は、側板（１１３）に設
けられる。ハンドル（１１）が折り畳み自転車用フレームを施錠している間、固定ロッド
（１５）は、弓形くぼみ（１１５）の曲線縁に沿い、弓形くぼみ（１１５）に収容される
。通し穴（１１６）が設けられる、側板（１１３）の端部の外側表面は、中間アーム（３
）から又は前部アーム（２）から突出する手段（２０）に係合する。外側表面の係合面は
、弓形突起（１１４）と共に設けられる。ハンドルが時計回り又は反時計回りに回転され
ると、突起（１１４）の端部は、ハンドル（１１）を制限するため、前部アーム（２）又
は中間アーム（３）の手段に抵抗する。折り畳み自転車用フレームが施錠されると、ハン
ドル（１１）は、その回転範囲内に位置付けられる；折り畳み自転車用フレームが折り畳
まれると、ハンドル（１１）がその限界位置まで回転したとしても、ハンドル（１１）は
、折り畳み自転車用フレームを展開及び施錠するため、小さな角度で回転する必要しかな
い。折り畳み自転車用フレームが施錠されると、ハンドル（１１）は、ロック装置が偶然
にも容易に離れないように、自転車用フレームの局所とぴったり重なる。
【００２３】
　上記技術スキームに基づいて改善された技術スキームにおいて、前部アーム（２）と中
間アーム（３）は、第１折り畳み本体（１２）と第２折り畳み本体（１３）により接続さ
れる。図４－７に示されるように、第１折り畳み本体は、前部アーム（２）に溶接され、
第２折り畳み本体（１３）は、中間アーム（３）に溶接される。第１折り畳み本体（１２
）と第２折り畳み本体（１３）は、ヒンジ軸（１４）を介して共にヒンジ結合される。通
し穴（１１６）が設けられる、側板（１１３）の端部の外側表面は、第１折り畳み本体（
１２）又は第２折り畳み本体（１３）に係合し、突起（１１４）の端部は、ハンドル（１
１）を制限するため、第１折り畳み本体（１２）又は第２折り畳み本体（１３）に抵抗す
る。
【００２４】
　自転車用フレームを展開した後にハンドル（１１）を素早く補うために、捩りばね（１
８）は、図１０に示されるように、ハンドル（１１）と固定シャフト（１６）がヒンジ結
合される位置に設けられる。ハンドル（１１）が放たれると、捩りばね（１８）の捩り力
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は、固定ロッド（１５）をマンドリル（１７）から素早く放すようにし、その結果、自転
車用フレームを素早く折り畳むことができる。捩りばね（１８）は、自転車用フレームが
施錠される時に、自転車用フレームの信頼性に影響を及ぼさない。固定シャフト（１６）
の端部は、板ばね（１９）を収容するロッキングスロットと共に設けられる。板ばね（１
９）は、ハンドル（１１）を固定シャフト（１６）に固定するため、ハンドル（１１）の
外側に配置される。
【００２５】
　上記の好ましい実施形態は、制限されない。様々な同等な変更と置換が、本発明の範囲
から逸脱することなく、本発明の構造、特徴、及び原理に基づいて行われ得ることが、理
解されるであろう。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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